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 競合品目・競合企業リスト 

 

 

令和3年12月22日 

 

 

 

申請 

品目 
ドラクシンKP 

申 請 

年月日 
令和2年7月31日 

申請 

者名 

ゾエティス・ジャパン株

式会社 

 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記申請品目に係る競合品目、競合企業及びその

選定理由は以下のとおりです。 

 

 

 販 売 名 ／ 開 発 名 競 合 企 業 名 

競合品目１ 牛用ザクトラン注 
ベーリンガーインゲルハイムアニ

マルヘルスジャパン株式会社 

競合品目２ マルボシル2％及び同10％ Meiji Seikaファルマ株式会社 

競合品目３ バイトリル2.5％、同5％及び同10％注射液 エランコジャパン株式会社 

 

 

競 合 品 目 を 選 定 し た 理 由 

競合品目1は、本剤と同じく牛の細菌性肺炎に対して第二次選択薬として使用される製剤で、本剤の有

効成分の一つであるツラスロマイシンと同じ15員環マクロライド系抗菌性物質であるガミスロマイシンを

含む。販売は開始されていないものの、本剤との類似性の点から市場において競合することが予想され

る。 

競合品目2および3は、本剤と同じく牛の細菌性肺炎に対して第二次選択薬として使用される製剤のう

ち、売上高が上位1～2位の製剤である。 
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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

影響を受ける企業リスト 

 

令和４年１月11日 

 

 

 

審議対象動物用医薬品 メトロニダゾールを有効成分とするもの 

 

 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記審議対象動物用医薬品について、影響を受け

る企業及びその選定理由は以下のとおりです。 

 

 

 企業名 

影響を受ける企業１ 株式会社ビルバックジャパン 

影響を受ける企業２  

影響を受ける企業３  

 

 

企 業 を 選 定 し た 理 由 

 

 

審議対象となる改正案に該当する動物用医薬品の申請を行った製造販売業者を対象とした。 
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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

影響を受ける企業リスト 

 

令和3年10月8日 

 

 

 

審議対象動物用医薬品 ナナフロシンを有効成分とする外皮塗布剤 

 

 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記審議対象動物用医薬品について、影響を受け

る企業及びその選定理由は以下のとおりです。 

 

 

 企業名 

影響を受ける企業１ あすかアニマルヘルス株式会社 

影響を受ける企業２  

影響を受ける企業３  

 

 

企 業 を 選 定 し た 理 由 

 

 

審議対象動物用医薬品の承認を有する製造販売業者のうち、令和元年度の国内での販売高上位３社

を選択した。 
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